
札幌市福祉のまちづくり条例
施設整備基準　改定の要点

　　国基準との整合性を図り、より利用しやすい施設整備を目指して
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札幌市福祉のまちづくり条例施設整備ガイドブックの概要等について

福祉のまちづくり条例

〇総則（目的等）
〇基本的施策
〇公共的施設等の　　
整備
〇福祉のまちづくり　
推進会議

〃　施行規則

〇公共的施設の種類
〇整備項目
〇整備基準
〇施設整備の際の
　手続き
〇推進会議の運営

〃　施設整備ガイドブック

〇福祉のまちづくり条例　　
のあらまし（条例の趣　　
旨、整備にあたっての　　
配慮、手続きの概要等）
〇整備基準と解説
〇関連資料（国際シンボル
マーク）

条例・施行規則との関係性

具
体
的
な
基
準
等

解
説
・
図
解
等

今回の改正で変更する予定の箇所 2



札幌市福祉のまちづくり条例施設整備ガイドブックについて

整備基準：施行規則に定められた、遵守義務となっている整備基準

望ましい整備：条例で規定されていないが、整備の際に配慮することが望ましい整備内容

例（利用円滑化経路上の出入口）
≪整備基準（遵守義務）≫
外部出入口　90cm以上　（車いすが通過しやすい寸法）
それ以外　　80cm以上　（車いすが通過できる寸法）

≪望ましい整備≫
外部出入口　120cm
内部出入口　90cm

※利用円滑化経路
障がいのある方・高齢の方等
が円滑に利用できる経路
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札幌市福祉のまちづくり条例施設整備基準と
国基準（バリアフリー法）について

上記二つの基準について、対象となる建築物に違いがあります。

札幌市福祉のまちづくり
条例施設整備基準

国基準
（バリアフリー法）

建築物全体の床面積

規定なし
（遵守義務あり。

罰則なし）

延床面積2,000㎡以上
（守らなければ建築不可）

建築物を利用する人

多数の人たち
（不特定+特定）

不特定多数
の人たち

特定の例：　
事務所
共同住宅
工場  等

不特定の例：
病院
ホテル
飲食店  等
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5

国基準（バリアフリー法）に
おける対象建築物一覧
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札幌市福祉のまちづくり条例施設整備基準
における対象建築物一覧

はバリアフリー法では対象外



改定の背景と目的：国基準の改定に伴う、札幌市基準
のアップデート

国の「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー法）に基づく基準

が改正されたことを受け、札幌市福祉のまちづくり条例施行規則の施設整備基準を改定します。

本改定は、主に国基準との整合性を図ることを目的としています。同時に、現行の札幌市基準が国

基準を上回る項目については、その高い水準を維持し、本市独自の取り組みを継続します。

 
  3 札幌市独自基準の維持等１国新基準との整合

便所や駐車場など、主要
な項目を国の新基準に合
わせます。

国基準を上回る独自の設置
割合などは、現行基準を維
持、その他の項目について
適宜微修正します。

2 国現行基準との整合

案内表示の義務化など、こ
れまで明確に定めていな
かった項目を国の現行基準
に合わせます。
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①便所に関する改定
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車椅子使用者用便房の設置数について（整備基準）

旧 新

市

国

建築物に
１以上

◎延床面積2,000㎡以上

原則、各階に
１以上

建築物に
１以上

原則、各階に
１以上

  ※ 1フロアの床面積が
     1,000㎡未満の階、10,000㎡超   　　 
の階を有する場合は別途規定

◎延床面積2,000㎡未満

建物に1以上
延床面積2,000㎡未満
：札幌市独自の規定

延床面積2,000㎡以上
：国基準改正と整合

（延床面積2,000㎡未満
も対象）

（延床面積2,000㎡以上
が対象）

８
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車椅子使用者用便房の設置数について（望ましい整備）

旧 新

市

国

【整備基準と
望ましい整備の違い】

整備基準は、
「便所を設ける階ごと」

望ましい整備は、
「便所ごと」に車椅子使用
者用便房の設置になるた
め、1フロアに複数の便所
があった場合、その数に応
じた設置となるため、より
高い基準となっている。

   各階
に１以上

　　各階に１以上

延床面積2,000㎡未満
：札幌市独自の規定

延床面積2,000㎡以上
：国基準改正と整合

９
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 ◎延床面積2,000㎡以上

 →不特定多数の者等が利用する
 便所又は当該便所に近接する
 位置に1以上

 ◎延床面積2,000㎡未満

 →各階に1以上

◎異性による介助や
性的マイノリティ等に配慮し、
男女共用の広めの便房を設ける

◎不特定多数の者等が利用する
便所又は当該便所に近接する
位置に1以上

◎異性による介助や
性的マイノリティ等に配慮し、
男女共用の広めの便房を設ける

　国基準改正と整合
（面積要件なし）

（面積要件なし）



オストメイト用設備について（整備基準）
旧 新

市

・案内表示の設置義務なし ・オストメイト用設備を設けた出入口又
はその付近に、当該装備が設けられてい
る旨を見やすい方法により表示する

国

現行国基準と
整合

・オストメイト用設備を設けた
出入口又はその付近に、当該装備
が設けられている旨を見やすい方
法により表示する
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オストメイト用設備について（望ましい整備）

旧 新

市

国

延床面積2,000㎡以上：
現行国基準と整合

◎延床面積2,000㎡以上の建築物

→各階の便所のうち
　1以上に設置

◎延床面積2,000㎡未満の建築物

→建物全体で
　1以上設置

各階の便所のうち
1以上に設置

延床面積2,000㎡未満：
札幌市独自の規定

（面積要件なし）

11

12

望ましい整備：なし

（参考）
整備基準：延床面積2,000㎡以上
の建築物の場合、
建物全体で1以上の設置



②劇場等の
客席に関する改定
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劇場等における車椅子使用者客席について（整備基準）

旧 新

市

国 現行：
奥行き
120cm
以上

改定案：
奥行き
135cm以上
（国基準）

◎設置数

◎寸法

　設置数：札幌市
独自基準の維持

　　　　
 2以上
（観覧席等の総数が200を超え
る場合は、総数の1%以上）

 2以上（変更無）
（観覧席等の総数が200を超える場
合は、総数の1%以上）
（改正後の国基準よりも市基準の方
が厳しい基準となっているため）

座席の総数に対する割合で決定

⑴座席数が400以下→2以上
⑵座席数が401以上→0.5%以上

・幅90cm以上
・奥行き120cm以上

・幅90cm以上（変更無）
・奥行き135cm以上

◎寸法

客席総数の0.5%～1%以上
（遵守義務ではない）

・幅90cm以上
・奥行き120cm以上
　（遵守義務ではない）

◎設置数

・幅90cm以上（変更無）
・奥行き135cm以上

寸法：国基準
改正と整合

幅90cm以上

17
・
18

14

　　　　
変更無
（改正後の国基
準よりも市基準
の方が厳しい基
準となっている
ため）



劇場等における車椅子使用者客席について（望ましい整備）

旧 新

市
・同伴者用の席
は、車椅子使用者
用客席・観覧席に
隣接して設ける。

国

なし ・車椅子使用者用席は、以下の数を設ける。

　⑴座席数100以下…２以上
　⑵座席数101以上200以下…２%以上
　⑶座席数201以上2,000以下…1%+２以上
　⑷座席数2,001以上…0.75％＋７以上

・座席数201以上の場合、2箇所以上に
　分散して設ける。

国基準改正と
整合

・車椅子使用者用席は、以下の数を設ける。

　⑴座席数100以下…２以上
　⑵座席数101以上200以下…２％以上
　⑶座席数201以上2,000以下…１％＋２以上
　⑷座席数2,001以上…0.75％＋７以上

・同伴者用の席は、車椅子使用者用客席・観覧席に
　隣接して設ける。

札幌市望ましい整備

17

15

・座席数201以上の場合、2箇所以上に
　分散して設ける。



③駐車場に関する改定
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車椅子使用者用駐車施設の設置数について（整備基準）

旧 新

市

国
国基準改正
と整合

※バス・バイク等の専用駐車場については
車椅子使用者用駐車施設の設置を免除

この基準は、
不特定多数が利用する駐車場

及び路外駐車場に適用
（特定多数が利用する駐車場

の場合は現行の基準を維持）

※路外駐車場：道路の路面
外に設置され、一般の人が
利用できる駐車場
（コインパーキング、商業
施設の駐車場等）

100台以下

1台以上
101台以上

 1％以上　　

駐車場全体のうち、

 1以上　　

　　
200台以下

2％以上
201台以上

1％+2台以上

200台以下

2％以上
201台以上

1％+2台以上　

新札幌市基準

旧札幌市基準

12
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車椅子使用者用駐車施設の設置数について（望ましい整備）

旧 新

市

国
国基準改正
と整合

その他：屋根または庇を
設ける場合、あるいは屋
内に車椅子使用者用駐車
施設を設ける場合、
大型の車椅子用リフト付
き福祉車両等の車両高さ
（230cm以上）に対応し
た有効高さを確保する。

　全駐車施設数に関わらず、

2%以上

　　200台以下

2％以上

201台以上

1％+2台以上

新札幌市基準

旧札幌市基準

12
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④案内表示に関する改定
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エレベーター・エスカレーターの案内表示について（整備基準）

旧 新

【整備基準】
　なし

【望ましい整備】
・エスカレーターが
あることの案内表示
・エレベーターにつ
いてはなし

【整備基準】
・エレベーター/エスカレーターが
あることを見やすい方法で案内表示
【望ましい整備】
・案内用図記号を使用する場合、日
本産業規格の標準案内用図記号を
使用する

新たな整備基準の追加
（国では元々遵守義務）

6・15
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⑤その他の主な改定内容について
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車椅子使用者駐車施設（屋根・庇）について（望ましい整備）
※路外駐車場を含む
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旧 新

市

国

・雨天、除雪時の状況に
　配慮し、屋根・庇を設置
・有効高さ230cm以上を確保

・屋根・庇に
関する規定なし

・雨天時の状況に配慮し、
屋根又は庇を設けることが
望ましい
・有効高さ230cm以上を確保

13・20

新たな望ましい整備規定の追加
（国では元々望ましい基準）



敷地内の通路・傾斜路（勾配）について（解説）
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４・５

国

旧 新

市

・傾斜路については、勾配1/50を超
える傾斜を対象。

【主な措置】
・傾斜部分と、その前後で、色の明度の差
を大きくする。
・傾斜部分の始終端部や、曲がり角等に
は、150cm以上の水平部分を設ける。
・傾斜路側端には、壁又は車椅子の脱輪等
防止のための立ち上がりを設ける。

・傾斜路については、勾配1/20
を超える傾斜を対象。

・傾斜路について、勾配1/20より緩やかな
傾斜についての規定はない。

【主な措置】
・傾斜部分と、その前後で、色の明度の差を大き
くする。
・傾斜部分の始終端部や、曲がり角等には、150cm
以上の水平部分を設ける。
・傾斜路側端には、壁又は車椅子の脱輪等防止の
ための立ち上がりを設ける。

現状、整備基準の適合率
は高いとは言えない。
1/50（2%）の傾斜は、
水勾配とされるほどの
わずかな勾配であり、
この勾配を傾斜とみなし
た場合、傾斜部分と水平
部分の色分けをする必要
があるなど、厳しい整備
基準であるとの声があ
り、設計者等のモチベー
ション低下につながる可
能性がある。

札幌市独自の
傾斜路定義の変更

勾配1/20
勾配1/50

100cm

2cm

5cm

【主な措置】
・変更無


